
議案第１２５号

渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例を次のように

制定する。

令和元年９月３日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、渋川市職員の給与に関する条例（平成１８年渋川市条

例第４８号。以下「常勤職員の給与条例」という。）第３５条の規定に基

づき、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）

第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員（以下「職員」と

いう。）の報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものと

する。

（報酬及び期末手当の支払等）

第２条 報酬及び期末手当（以下「報酬等」という。）は、現金で支払わな

ければならない。

２ 公務について生じた費用の弁償は、報酬には含まれない。

（報酬）

第３条 職員の報酬の額は、月額又は時間額で定めるものとする。

２ 月額で報酬を定める職員の報酬の額は、月額報酬表（別表第１）のとお

りとする。

３ 時間額で報酬を定める職員の報酬の額は、時間額報酬表（別表第２）の

とおりとする。

（報酬の支給）

第４条 前条の規定による報酬の支給方法は、次の各号に掲げる区分に応じ

、当該各号に定める方法による。

（１） 月額で定める報酬 月の初日から末日までの期間につき報酬月額

の全額を支給する。

（２） 時間額で定める報酬 月の初日からその月の末日までの間におけ



る勤務時間数により計算した額を支給する。

２ 報酬の支給日は、規則で定める。

（報酬の減額）

第５条 職員が勤務しないときは、渋川市一般職非常勤職員の勤務時間、休

暇等に関する条例（令和元年渋川市条例第 号。以下「一般職非常勤職員

の勤務時間条例」という。）第１０条において準用する渋川市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例（平成１８年渋川市条例第３４号。以下「常勤

職員の勤務時間条例」という。）第９条に規定する祝日法による休日（以

下「祝日法による休日」という。）（一般職非常勤職員の勤務時間条例第

１１条第１項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた

勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以

下「祝日法による休日等」という。）又は一般職非常勤職員の勤務時間条

例第１０条において準用する常勤職員の勤務時間条例第９条に規定する年

末年始の休日（一般職非常勤の勤務時間条例第１１条第１項の規定により

代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した

職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」と

いう。）である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことに

つき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない１時間につき、

第９条に規定する勤務１時間当たりの報酬額を減額して支給する。

（時間外勤務に係る報酬）

第６条 職員に定められた勤務時間（他の事業場において定められた勤務時

間及び職員として任用される以前から他の事業場において勤務する職員の

場合には、当該事業場におけるその者に定められた勤務時間外に勤務した

時間を含む。以下この条において「正規の勤務時間」という。）外に勤務

することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間

に対して、時間外勤務に係る報酬を支給する。

２ 前項の規定により支給する時間外勤務に係る報酬については、常勤職員

の給与条例第２２条第１項から第４項までの規定を準用する。この場合に

おいて、同条第１項中「正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた

職員」とあるのは「職員に定められた勤務時間（他の事業場において定め



られた勤務時間及び職員として任用される以前から他の事業場において勤

務する職員の場合には、当該事業場におけるその者に定められた勤務時間

外に勤務した時間を含む。以下「正規の勤務時間」という。）外に勤務す

ることを命ぜられた職員」と、「第２５条に規定する勤務時間１時間当た

りの給与額」とあるのは「渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等

に関する条例（令和元年渋川市条例第 号）第９条に規定する勤務１時間

当たりの報酬額」と、「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務に係る

報酬」と、同項第１号中「次条」とあるのは「渋川市一般職非常勤職員の

報酬及び費用弁償等に関する条例第７条」と、「休日勤務手当」とあるの

は「休日勤務に係る報酬」と、同条第２項中「再任用短時間勤務職員」と

あるのは「職員」と、同条第３項中「勤務時間条例第５条の規定により、

あらかじめ同条例第３条第２項又は第４条」とあるのは「渋川市一般職非

常勤職員の勤務時間、休暇等に関する条例（令和元年渋川市条例第 号）

第５条の規定により、あらかじめ同条例第３条第２項又は第４条」と、「

第２５条に規定する勤務１時間当たりの給与額」とあるのは「渋川市一般

職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例第９条に規定する勤務１

時間当たりの報酬額」と、「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務に

係る報酬」と、同条第４項中「勤務時間条例第３条第１項、第４条及び第

５条」とあるのは「渋川市一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する

条例第３条第１項、第４条及び第５条」と、「第２５条に規定する勤務１

時間当たりの給与額」とあるのは「渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費

用弁償等に関する条例第９条に規定する勤務１時間当たりの報酬額」と、

「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務に係る報酬」と読み替えるも

のとする。

（休日勤務に係る報酬）

第７条 職員が祝日法による休日等（一般職非常勤職員の勤務時間条例第３

条第１項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職

員にあっては、祝日法による休日が一般職非常勤職員の勤務時間条例第５

条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日）及び年末年始

の休日等において、一般職非常勤職員の勤務時間条例第７条第１項に規定



する正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）中に勤務するこ

とを命ぜられた場合は、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤

務１時間につき、第９条に規定する勤務１時間当たりの報酬額に１００分

の１２５から１００分の１５０までの範囲内で規則で定める割合を乗じて

得た額を報酬として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定め

る日において勤務した職員についても、同様とする。

（夜間勤務に係る報酬）

第８条 正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤

務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤

務１時間につき、次条に規定する勤務１時間当たりの報酬額に１００分の

１２５を乗じて得た額を報酬として支給する。

（勤務１時間当たりの報酬額の算出）

第９条 月額で報酬を定める職員の勤務１時間当たりの報酬額は、第３条第

２項に規定する報酬に１２を乗じ、その額を１年間の勤務時間数で除して

得た額とする。

２ 時間額で報酬を定める職員の勤務１時間当たりの報酬額は、第３条第３

項に規定する報酬額とする。

（報酬の端数計算）

第１０条 第５条に規定する勤務１時間当たりの報酬額及び第６条から第８

条までの規定により勤務１時間につき支給する報酬額を算定する場合にお

いて、当該額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０

銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げるものとする

。

（期末手当）

第１１条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条においてこれ

らの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する任期の定めが６月以上

の職員のうち規則で定める者に対して、それぞれ基準日の属する月の規則

で定める日に支給する。

２ 任期の定めが６月未満の職員のうち、次に掲げる職員については、前項

に規定する任期の定めが６月以上の職員とみなす。



（１） １会計年度内における任期の合計が６月以上である職員

（２） ６月に期末手当を支給する場合において、当該職員の任期の定め

と前会計年度における１２月２日以降の任期の定めとの合計が６月以上

である職員

３ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の８０を乗じて得た額に、

次の各号に掲げる基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間

の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

（１） ６か月 １００分の１００

（２） ５か月以上６か月未満 １００分の８０

（３） ３か月以上５か月未満 １００分の６０

（４） ２か月超３か月未満 １００分の３０

（５） ２か月以下 ０

４ 前項の期末手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。

（１） 基準日において時間額で報酬を定める職員（次号に該当する者を

除く。） 基準日以前６か月以内の職員として受けるべき時間額又は月

額で定める報酬の１月当たりの平均額

（２） 基準日において月額で報酬を定める職員 基準日現在において職

員として受けるべき報酬の月額

（通勤に係る費用弁償）

第１２条 職員が常勤職員の給与条例第１９条第１項各号に規定する通勤手

当の支給要件に該当するときは、通勤に要する費用を弁償する。

２ 前項の規定による通勤に係る費用弁償の額は、次の各号に掲げる職員の

区分に応じて、当該各号に掲げる額を勤務１回につき支給する。

（１） 常勤職員の給与条例第１９条第１項第１号に規定する支給要件に

該当する職員 実費額

（２） 常勤職員の給与条例第１９条第１項第２号に規定する支給要件に

該当する職員 常勤職員の給与条例第１９条第２項第２号において自動

車等の使用距離の区分ごとに規定された額を２０で除して得た額

（３） 常勤職員の給与条例第１９条第１項第３号に規定する支給要件に



該当する職員 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等

」という。）を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通

勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の

使用距離等の事情を考慮して市長が定める区分に応じ、前２号に定める

額、第１号に定める額又は前号に定める額

３ 前項の規定にかかわらず、同項第１号に該当する場合において、常勤職

員の給与条例第１９条第２項第１号により算定した支給単位期間に係る運

賃等相当額が同期間における実費弁償額と比して低額となる場合は、同号

に規定する１か月当たりの運賃等相当額をもって、１か月の通勤に係る費

用弁償の額とする。

４ 第２項の規定に基づく費用弁償の１か月当たりの支給上限額は、次のと

おりとする。

（１） 第２項第１号又は第３号の規定により算出する場合 ５万５，０

００円

（２） 第２項第２号の規定により算出する場合 勤務２０回分に相当す

る額

５ 通勤に係る費用弁償は、その月分を翌月の報酬の支給日に支給する。

（期末手当及び通勤に係る費用弁償の端数計算）

第１３条 第１１条第３項に規定する期末手当の額、同条第４項に規定する

期末手当基礎額又は前条に規定する通勤に係る費用弁償の額を算定する場

合において、当該額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。

（公務のための旅行に係る費用弁償）

第１４条 職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

２ 費用弁償の額及び支給方法については、常勤職員の例による。

（休職者の報酬等）

第１５条 職員が法第２８条第２項又は渋川市職員の分限に関する手続及び

効果に関する条例（平成１８年渋川市条例第２９号）第２条の規定により

休職にされたときは、その休職の期間中、これにいかなる報酬等も支給し

ない。



（口座振込）

第１６条 職員の報酬等は、職員の申出により口座振込の方法によって支払

うことができる。

（報酬等及び費用弁償の特例）

第１７条 職員のうち、その職務の特殊性その他特別の事情により、この条

例の規定によることが著しく困難である場合には、別に任命権者が定める

。

（委任）

第１８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

別表第１（第３条関係）

月額報酬表

適用範囲 号給 報酬額（円）

１ 一般事務等職員 １ １７１，３００

２ １７２，６００

３ １７４，０００

４ １７５，３００

５ １７６，６００

６ １７７，９００

７ １７９，２００

２ 消費生活センター相談 １ １７２，８００

員その他の職員で規則に ２ １７４，１００

定めるもの ３ １７５，５００

４ １７６，８００

５ １７８，１００

６ １７９，５００

７ １８０，８００

３ 公民館長その他の職員 １ １８６，６００



で規則に定めるもの ２ １８８，０００

３ １８９，５００

４ １９１，０００

５ １９２，４００

６ １９３，８００

７ １９５，２００

４ 保育士（担任）、幼稚 １ １９４，９００

園教諭（担任） ２ １９６，３００

３ １９８，０００

４ １９９，４００

５ ２００，９００

６ ２０２，４００

７ ２０３，９００

５ 生活相談員 １ ２０７，３００

２ ２０８，８００

３ ２１０，６００

４ ２１２，１００

５ ２１３，７００

６ ２１５，３００

７ ２１６，９００

６ 防災専門員 １ ２１８，６００

２ ２２０，２００

３ ２２２，０００

４ ２２３，７００

５ ２２５，４００

６ ２２７，０００

７ ２２８，７００

７ 幼稚園長 １ ２５３，８００

２ ２５５，７００

３ ２５７，８００



４ ２５９，７００

５ ２６１，７００

６ ２６３，６００

７ ２６５，６００

８ 選別農薬農法指導員 １ ７５，７００

２ ７６，２００

３ ７６，９００

４ ７７，４００

５ ７８，０００

６ ７８，６００

７ ７９，２００

９ 北橘歴史資料館長 １ １０７，０００

２ １０７，８００

３ １０８，７００

４ １０９，５００

５ １１０，３００

６ １１１，１００

７ １１１，９００

１０ 社会教育指導員 １ １２９，０００

２ １２９，９００

３ １３１，０００

４ １３２，０００

５ １３３，０００

６ １３４，０００

７ １３４，９００

１１ 教育研究所所長 １ １４９，２００

２ １５０，３００

３ １５１，５００

４ １５２，７００

５ １５３，８００



６ １５４，９００

７ １５６，１００

１２ 青少年センター指導 １ １５０，０００

員 ２ １５１，１００

３ １５２，３００

４ １５３，５００

５ １５４，６００

６ １５５，８００

７ １５６，９００

１３ 家庭児童相談員 １ １７３，２００

２ １７４，５００

３ １７５，９００

４ １７７，２００

５ １７８，６００

６ １７９，９００

７ １８１，２００

備考 第１項から第７項までの職員のうち、一般職非常勤職員の勤務時間

条例第３条第１項の規定により定められた勤務日が５日未満の場合は、

勤務日を５日で除して得た数を乗じて得た額とすることができる。この

場合において、１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものと

する。

別表第２（第３条関係）

時間額報酬表

適用範囲 号給 報酬額（円）

１ 事務補助員その他の職 １ ８７０

員で規則に定めるもの ２ ８７５

３ ８８０

４ ８９０

５ ８９５

６ ９００



７ ９１０

２ 温泉・観光施設等職員 １ ９１５

その他の職員で規則に定 ２ ９２０

めるもの ３ ９２５

４ ９３５

５ ９４０

６ ９５０

７ ９５５

３ 調理員 １ ９４０

２ ９４５

３ ９５５

４ ９６０

５ ９６５

６ ９７５

７ ９８０

４ 特別支援教育支援員そ １ ９６０

の他の職員で規則に定め ２ ９６５

るもの ３ ９７５

４ ９８０

５ ９８５

６ ９９５

７ １，０００

５ 調理員兼給食配送補助 １ ９８０

員 ２ ９８５

３ ９９５

４ １，０００

５ １，０１０

６ １，０１５

７ １，０２５

６ 保育士・幼稚園教諭そ １ １，０４０



の他の職員で規則に定め ２ １，０４５

るもの ３ １，０５５

４ １，０６０

５ １，０７０

６ １，０８０

７ １，０８５

７ 就業援助相談員その他 １ １，２３５

の職員で規則に定めるも ２ １，２４０

の ３ １，２５０

４ １，２６０

５ １，２７０

６ １，２８０

７ １，２９０

８ 手話通訳士（者） １ １，２４５

２ １，２５０

３ １，２６０

４ １，２７０

５ １，２８０

６ １，２９０

７ １，３００

９ 給食配送運転手その他 １ １，２９５

の職員で規則に定めるも ２ １，３００

の ３ １，３１５

４ １，３２５

５ １，３３５

６ １，３４５

７ １，３５５

１０ 看護師その他の職員 １ １，３９０

で規則に定めるもの ２ １，４００

３ １，４１０



４ １，４２０

５ １，４３０

６ １，４４０

７ １，４５０

１１ 非常勤講師 １ １，４１５

２ １，４２５

３ １，４３５

４ １，４４５

５ １，４５５

６ １，４６５

７ １，４８０

１２ 保健師・助産師その １ １，５７５

他の職員で規則に定める ２ １，５８５

もの ３ １，６００

４ １，６１０

５ １，６２０

６ １，６３５

７ １，６４５

１３ マイクロバス等運転 １ １，６１５

手 ２ １，６２５

３ １，６４０

４ １，６５０

５ １，６６５

６ １，６７５

７ １，６９０

１４ 教育研究所巡回相談 １ １，６４０

員その他の職員で規則に ２ １，６５０

定めるもの ３ １，６６５

４ １，６７５

５ １，６９０



６ １，７００

７ １，７１５

１５ 教育研究所相談員そ １ １，９３５

の他の職員で規則に定め ２ １，９４５

るもの ３ １，９６５

４ １，９８０

５ １，９９５

６ ２，０１０

７ ２，０２０

１６ 准看護師（診療所） １ １，２２５

２ １，２３０

３ １，２４０

４ １，２５０

５ １，２６０

６ １，２７０

７ １，２８０

１７ 看護師（診療所） １ １，４２５

２ １，４３５

３ １，４４５

４ １，４５５

５ １，４６５

６ １，４８０

７ １，４９０

１８ 薬剤師（診療所） １ ２，９４０

２ ２，９６０

３ ２，９８５

４ ３，００５

５ ３，０３０

６ ３，０５０

７ ３，０７５



理 由

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、一般職

非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関し必要な事項を定める必要があるため

、条例を制定しようとするものである。


